
出産・子育て応援事業

子育て部
子育て支援センター



出産・子育て応援事業

安心して出産・子育てができる環境づくり

「伴走型相談支援」と「経済的支援」

令和5年1月1日開始



「伴走型相談支援」
妊娠期から出産・子育てまで一貫した、

面談や情報発信などによる支援

私たちが
サポート
します！

地区担当保健師 【母子健康手帳アプリ】



「経済的支援」

育児用品の購入や子育て支援サービス

利用の負担軽減を目的に給付金を給付

妊娠届出をされた方 出産をされた方(養育者)

出産応援給付金
5万円

子育て応援給付金
5万円

令和4年4月1日以降に妊娠届出または出産された方が対象
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出産・子育て応援事業の流れ

令和４年4月1日～１２月３１日に、妊娠届出・出産をされている
方には、令和5年1月中に申請書等を郵送でお届けします。



詳しくは

子育て支援センター
☎0852-60-8157

まで お問い合わせください。


